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(57)【要約】
【課題】　超音波診断装置に接続されない非使用時にお
いてリアルタイムに超音波プローブの状態を管理する技
術を提供する。
【解決手段】　超音波診断装置から取り外された状態で
内部に電力供給が可能な内部電源と、内部電源から給電
されて超音波プローブ本体の状態を管理する状態管理手
段とを備えるようにした。これにより、超音波プローブ
の非使用時における状態をリアルタイムで管理すること
が可能となる。非使用時における状態管理により、異常
発生の要因の特定や安全な保管管理を実現できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受波するハンドル部と、
　超音波診断装置に接続されて電力の供給及び超音波診断のための信号送受信を媒介する
コネクタと、
　前記コネクタが前記超音波診断装置から取り外された状態で内部に電力供給が可能な内
部電源と、
　前記内部電源から給電されて前記超音波プローブの状態を管理する状態管理手段と、
　を備えること、
　を特徴とする超音波プローブ。
【請求項２】
　前記状態管理手段は、
　超音波プローブが受けた物理的刺激を検知するセンサと、
　前記センサの検知結果に基づき所定以上の前記物理的刺激を検出する検出手段と、
　を含むこと、
　を特徴とする請求項１記載の超音波プローブ。
【請求項３】
　前記センサは、
　加速度を計測するセンサ、温度を計測するセンサ、圧力を計測するセンサ、および超音
波プローブの絶縁抵抗を計測するセンサのうちのいずれかであること、
　を特徴とする請求項２記載の超音波プローブ。
【請求項４】
　前記状態管理手段は、
　前記検出手段が検出した検出結果を外部装置へ無線送信する無線通信手段をさらに含む
こと、
　を特徴とする請求項２記載の超音波プローブ。
【請求項５】
　前記状態管理手段は、
　前記検出手段が検出した検出結果を音又は光又は表示により報知する報知手段をさらに
含むこと、
　を特徴とする請求項２記載の超音波プローブ。
【請求項６】
　前記状態管理手段は、
　前記検出手段が前記所定以上の物理的刺激を検出すると、前記コネクタが前記超音波診
断装置に接続されたときに、当該超音波診断装置に対して前記信号送受信のキャンセル信
号を出力する通信手段をさらに含むこと、
　を特徴とする請求項２記載の超音波プローブ。
【請求項７】
　前記状態管理手段は、
　超音波プローブの取扱情報を外部装置から受信する通信手段を含むこと、
　を特徴とする請求項１記載の超音波プローブ。
【請求項８】
　前記状態管理手段は、
　前記通信手段が受信した前記取扱情報を表示する報知手段をさらに含むこと、
　を特徴とする請求項７記載の超音波プローブ。
【請求項９】
　前記状態管理手段は、
　物体の近接を計測するセンサと、
　前記通信手段が所定の前記取扱情報を受信し、前記センサが物体の近接を計測すると、
音又は光又は表示により警告を報知する報知手段と、
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　を更に含むこと、
　を特徴とする請求項７記載の超音波プローブ。
【請求項１０】
　前記状態管理手段は、
　外部装置と無線通信する無線通信手段と、
　前記無線通信手段と前記外部装置との無線通信が途絶すると、音又は光又は表示により
警告を報知する報知手段と、
　を更に含むこと、
　を特徴とする請求項１記載の超音波プローブ。
【請求項１１】
　前記状態管理手段は、
　外部装置から呼出信号を受信する無線通信手段と、
　前記無線通信手段が呼出信号を受信すると、音又は光又は表示により超音波プローブの
位置を報知する報知手段と、
　を更に含むこと、
　を特徴とする請求項１記載の超音波プローブ。
【請求項１２】
　前記内部電源から前記状態管理手段へ給電するタイミングを制御する起動制御手段をさ
らに備えること、
　を特徴とする請求項１記載の超音波プローブ。
【請求項１３】
　前記起動制御手段は、
　内部電源から超音波プローブへ起電力を供給するタイミングを計時するタイマーを含む
こと、
　を特徴とする請求項１２記載の超音波プローブ。
【請求項１４】
　前記起動制御手段は、
　パッシブセンサを含み、
　前記パッシブセンサの検知を契機として前記内部電源から前記状態管理手段へ給電する
こと、
　を特徴とする請求項１２記載の超音波プローブ。
【請求項１５】
　前記起動制御手段は、
　外部装置から給電開始信号又は給電停止信号を受信する無線通信手段を含み、
　前記無線通信手段が外部装置から受信する給電開始信号又は給電停止信号に応じて前記
内部電源から前記状態管理手段への給電を切り替えること、
　を特徴とする請求項１２記載の超音波プローブ。
【請求項１６】
　装置本体と着脱可能に接続し、当該装置本体と超音波診断のための信号送受信をしなが
ら被検体内へ超音波を送受波する超音波プローブと、
　受波した超音波に基づき被検体内の画像を生成する画像処理手段と、
　装置本体側に配され、前記超音波プローブと前記装置本体との接続時に当該超音波プロ
ーブへ電力を供給する装置側電源と、
　を備え、
　前記超音波プローブは、
　装置本体から取り外された状態で当該超音波プローブ内部に電力供給が可能な内部電源
と、
　前記内部電源から給電されて当該超音波プローブの状態を管理する状態管理手段と、
　を備えること、
　を特徴とする超音波診断装置。
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【請求項１７】
　前記状態管理手段は、
　超音波プローブが受けた物理的刺激を検知するセンサと、
　前記センサの検知結果に基づき所定以上の前記物理的刺激を検出する検出手段と、
　前記検出手段が前記所定以上の物理的刺激を検出すると、前記超音波プローブが装置本
体に接続されたときに、当該装置本体に対して超音波診断のための信号送受信のキャンセ
ル信号を出力する通信手段を含むこと、
　を特徴とする請求項１６記載の超音波診断装置。
【請求項１８】
　超音波プローブと外部装置とを有する超音波プローブ監視システムであって、
　前記超音波プローブは、
　超音波診断装置から取り外された状態で当該超音波プローブ内部に電力供給が可能な内
部電源と、
　当該超音波プローブが受けた物理的刺激を検知するセンサと、
　前記センサの検知結果に基づき所定以上の前記物理的刺激を検出する検出手段と、
　前記検出手段が検出した検出結果を前記外部装置へ無線送信する無線通信手段と、
　を備え、
　前記外部装置は、
　前記検出結果を受信する無線通信手段と、
　受信した検出結果を報知する報知手段と、
　を備えること、
　を特徴とする超音波プローブ監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波プローブの管理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断では、被検体内へ超音波を送波し、被検体内で反射した反射波に基づいて被
検体内の断層像等の診断情報を生成する。被検体に対する超音波の送受波は、超音波プロ
ーブを通じて行われる。
【０００３】
　超音波プローブは、電流と音波とを可逆的に変換する圧電効果を有する超音波振動素子
を有する。超音波振動素子に対して電圧を印加して超音波を発生させ、超音波振動素子に
反射波を受波させて電気信号を生成させる。
【０００４】
　この超音波プローブは、超音波診断に使用されるときには超音波診断装置に接続される
。超音波診断装置に接続されて、超音波診断装置から給電を受けて駆動する。又、超音波
診断装置に接続されて、超音波診断素子に電圧を印加するための制御信号や超音波振動素
子が生成した電気信号を送受信する。
【０００５】
　通常、超音波プローブは、信号を伝達するためのケーブルを有する。しかし、超音波プ
ローブは、オペレータに握られて取り扱われるため、ケーブルが診断の障害となったり、
ケーブル破損による漏電や冷却液漏れ等のおそれがある。そのため、超音波プローブに内
部電源と無線通信部を備え、内部電源により給電し、無線通信部により信号の送受信をす
る技術も提示されている（例えば、「特許文献１」参照。）。この技術により、ワイヤレ
スで超音波診断のための信号を送受信することができ、ケーブルを排除することが可能と
なる。
【０００６】
　ところで、この超音波プローブは、内部構造が複雑であり衝撃に弱く、また被検体への
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漏電防止のための絶縁措置が図られており、その取り扱いに細心の注意が求められる。ま
たウィルス感染の患者に使用されてウィルス汚染されている可能性もあるため、この点か
らも取り扱いには細心の注意が求められる。異常がある超音波プローブを使用すれば、正
確な診断情報を生成できずに十分な診断が行えないおそれがあり、またウィルス感染して
いる超音波プローブを診断に使用すれば、他の患者やオペレータがウィルス感染してしま
うおそれもある。さらに、超音波プローブは、高価であり、盗難等にも十分注意を払わね
ばならない。
【０００７】
　従って、超音波プローブがどのような物理的刺激を受けたか、超音波プローブが現在ど
のように取り扱われているか、超音波プローブがどのように保管されているか等、超音波
プローブの状態を的確に管理する必要がある。超音波プローブの状態管理は、超音波診断
装置の使用時よりもむしろ非使用時に行われることが重要である。超音波診断が終了して
保管室へ運搬されるとき、保管室で保管しているとき、滅菌処理のために保管室から運び
出されるとき、メンテナンスのため保管室から運び出されるとき、又は診断に使用するた
めに保管室から運び出されるとき等に、超音波プローブを落としたり、ケーブルを踏みつ
けたりする場合が多い。
【０００８】
　従来、超音波プローブは、サービスマンによる定期点検にて高度な点検試験を行うが、
日々の点検では簡単な点検試験に留まっている。日常点検では、目視試験や簡単な画像試
験程度しか行えず、外観上異常が認められないような故障の発見は困難である。定期点検
や日常点検では、保管中や運搬中に生じた異常発生の要因は特定されないため、異常の可
能性が追求できず、このような異常発生要因の不特定も故障発見を困難なものとしている
。異常発生の要因が特定できなければ、どのような取り扱いをすれば異常が発生するかを
判断するのは困難であり、適切な取り扱いが行いにくい。
【０００９】
　即ち、超音波プローブは、非使用時にリアルタイムにその状態を管理する必要があるが
、従来は日常点検や定期点検に留まっていたため、異常発生の追求ができず、また適切な
取り扱いが行いにくいものであった。
【００１０】
【特許文献１】特開２００３－１０１７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、超音波診
断装置に接続されない非使用時において超音波プローブの状態を管理する技術を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、請求項１記載の発明は、超音波を送受波するハンドル部と
、超音波診断装置に接続されて電力の供給及び超音波診断のための信号送受信を媒介する
コネクタと、前記コネクタが前記超音波診断装置から取り外された状態で内部に電力供給
が可能な内部電源と、前記内部電源から給電されて前記超音波プローブ本体の状態を管理
する状態管理手段と、を備えること、を特徴とする。
【００１３】
　前記状態管理手段は、超音波プローブ本体が受けた物理的刺激を検知するセンサと、前
記センサの検知結果に基づき所定以上の前記物理的刺激を検出する検出手段と、を含むよ
うにしてもよい（請求項２記載の発明に相当）。
【００１４】
　前記状態管理手段は、前記検出手段が検出した検出結果を外部装置へ無線送信する無線
通信手段をさらに含むようにしてもよい（請求項４記載の発明に相当）。
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【００１５】
　前記状態管理手段は、前記検出手段が検出した検出結果を音又は光又は表示により報知
する報知手段をさらに含むようにしてもよい（請求項５記載の発明に相当）。
【００１６】
　前記状態管理手段は、前記検出手段が前記所定以上の物理的刺激を検出すると、前記コ
ネクタが前記超音波診断装置に接続した際に、当該超音波診断装置に対して前記信号送受
信のキャンセル信号を出力する通信手段をさらに含むようにしてもよい（請求項６記載の
発明に相当）。
【００１７】
　前記状態管理手段は、超音波プローブ本体の取扱情報を外部装置から受信する通信手段
を含むようにしてもよい（請求項７記載の発明に相当）。
【００１８】
　前記状態管理手段は、物体の近接を計測するセンサと、前記通信手段が所定の前記取扱
情報を受信し、前記センサが物体の近接を計測すると、音又は光又は表示により警告を報
知する報知手段と、を更に含むようにしてもよい（請求項９記載の発明に相当）。
【００１９】
　前記状態管理手段は、外部装置と通信途絶を検出する無線通信手段と、前記無線通信手
段が前記通信途絶を検出すると、音又は光又は表示により警告を報知する報知手段と、を
更に含むようにしてもよい（請求項１０記載の発明に相当）。
【００２０】
　前記状態管理手段は、外部装置から呼出信号を受信する無線通信手段と、前記無線通信
手段が呼出信号を受信すると、音又は光又は表示により超音波プローブ本体の位置を報知
する報知手段と、を更に含むようにしてもよい（請求項１１記載の発明に相当）。
【００２１】
　前記内部電源から前記状態管理手段へ給電するタイミングを制御する起動制御手段をさ
らに備えるようにしてもよい（請求項１２記載の発明に相当）。
【００２２】
　また、上記課題を解決するために、請求項１６記載の発明は、超音波診断装置であって
、装置本体と着脱可能に接続し、当該装置本体と超音波診断のための信号送受信をしなが
ら被検体内へ超音波を送受波する超音波プローブと、受波した超音波に基づき被検体内の
画像を生成する画像処理手段と、装置本体側に配され、前記超音波プローブと前記装置本
体との接続時に当該超音波プローブへ電力を供給する装置側電源と、を備え、前記超音波
プローブは、装置本体から取り外された状態で当該超音波プローブ内部に電力供給が可能
な内部電源と、前記内部電源から給電されて当該超音波プローブの状態を管理する状態管
理手段と、を備えること、を特徴とする。
【００２３】
　また、上記課題を解決するために、請求項１８記載の発明は、超音波プローブと外部装
置とを有する超音波プローブ監視システムであって、前記超音波プローブは、超音波診断
装置から取り外された状態で当該超音波プローブ内部に電力供給が可能な内部電源と、当
該超音波プローブが受けた物理的刺激を検知するセンサと、前記センサの検知結果に基づ
き所定以上の前記物理的刺激を検出する検出手段と、前記検出手段が検出した検出結果を
前記外部装置へ無線送信する無線通信手段と、を備え、前記外部装置は、前記検出結果を
受信する無線通信手段と、受信した検出結果を報知する報知手段と、を備えること、を特
徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明においては、超音波診断装置から取り外された状態で内部に電力供給が可能な内
部電源と、内部電源から給電されて超音波プローブ本体の状態を管理する状態管理手段と
を備えるようにした。これにより、超音波プローブの非使用時における状態を管理するこ
とが可能となる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明に係る超音波プローブの好適な実施形態について、図面を参照しながら具
体的に説明する。
【００２６】
　図１は、超音波プローブを示す外観図である。
【００２７】
　超音波プローブ１は、被検体に対して超音波を送信し、被検体内部における音響インピ
ーダンスの不整合によって生じる反射波を受信するユニットである。超音波プローブ１は
、超音波診断装置Ｄ１に接続されて使用される。受信した反射波を電気信号に変換し、こ
の電気信号を超音波診断装置Ｄ１に出力する。超音波診断装置Ｄ１は、入力された電気信
号を画像処理して被検体内の画像を表示する。
【００２８】
　この超音波プローブ１は、超音波を送受信するハンドル部２、超音波診断装置Ｄ１に接
続されてハンドル部２に入出力される電気信号を媒介するコネクタ部３、及びコネクタ部
３とハンドル部２との間の電気信号伝達を媒介するケーブル部４とから構成される。ケー
ブル部４の一端がハンドル部２の背面に取り付けられ、ケーブル部４の他端がコネクタ部
３に取り付けられる。ケーブル部４には、超音波の発振に伴って熱せられるハンドル部２
を冷却する冷却液を流動させる導通管４ａが配されている。この導通管４ａは、コネクタ
部３の内部に有するポンプ３ａに接続され、冷媒液が循環している。
【００２９】
　超音波プローブ１は、超音波診断装置Ｄ１の接続部分にコネクタ部３が接続されて使用
される。使用時以外は、超音波診断装置Ｄ１から取り外されて保管又はメンテナンスされ
る。この超音波プローブ１には、状態を管理する手段が備えられており、超音波プローブ
１の非使用時の状態を管理している。非使用時には、保管時や運搬時やメンテナンスが含
まれる。
【００３０】
　状態を管理する手段は、この非使用時において、超音波プローブにどのような物理的刺
激を受けたか、超音波プローブが現在どのように取り扱われているか、超音波プローブが
どのように保管されているか等、超音波プローブの状態を管理する。物理的刺激には、外
部環境から受ける物理的刺激や、プローブ内部に発生する物理的刺激が含まれる。物理的
刺激とは、衝撃、温度、圧力、若しくは電気抵抗の変化をいう。超音波プローブ１の取り
扱いとは、滅菌待ちやメンテナンス待ちや他部署に貸し出し中等の非使用時の扱われ方を
いう。超音波プローブの存在には、超音波プローブ１の存在位置や、持ち出し等の存在す
べき位置からの消失を含む。
【００３１】
　状態を管理する手段は、これら超音波プローブ１の状態を能動的及び受動的に管理して
、管理結果や管理結果に応じた警告を外部装置や人間に知らせる。外部装置へは、管理結
果や警告をデータ通信の形式で知らせ、人間には、聴覚又は視覚を刺激する方法で知らせ
る。外部装置には、超音波プローブ１と有線により接続される超音波診断装置Ｄ１の他、
無線通信が可能な監視システムＤ２が含まれる（図３参照）。
【００３２】
　図２に、このような超音波プローブ１の超音波送受信に係る一般的構成を示す。
【００３３】
　ハンドル部２は、バッキング材５の一面に、順に超音波振動素子６、音響整合層７、音
響レンズ８を順に積層して構成されている。超音波振動素子６は、電極対９で挟まれてい
る。これら、バッキング材５、超音波振動素子６、音響整合層７、音響レンズ８、電極対
９は、プローブケースに収納されている。プローブケースの先端は、使用時に被検体の体
表に接触する。プローブケース内部には、被検体の体表接触側に音響レンズ８が位置する
ように収納される。
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【００３４】
　超音波振動素子６は、音響と電気とを可逆的に変換可能な圧電効果を有する素子である
。チタン酸ジリコン酸鉛Ｐｂ（Ｚｒ、Ｔｉ）Ｏ３、ニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３）、
チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）又はチタン酸鉛（ＰｂＴｉＯ３）などの圧電セラミッ
ク材料が用いられる。超音波振動素子６は、１Ｄアレイ、２Ｄアレイ等の各種方式で平面
上に並べられる。１Ｄアレイは、短冊状の超音波振動素子６をアレイ方向に複数並べる方
式である。２Ｄアレイは、超音波振動素子６をマトリックス状に複数並べる方式である。
この超音波振動素子６は、電圧が印加されると、バッキング材５や音響整合層７が積層す
る積層方向に超音波を送信する。また、この超音波振動素子６は、被検体内から反射した
反射波を受信すると、電気信号を出力する。
【００３５】
　電極対９は、挟んだ超音波振動素子６に電圧を印加し、また超音波振動素子６が反射波
を受信することによって出力する電気信号が流れる。複数の超音波振動素子６のそれぞれ
に対し、対応して設けられている。超音波振動素子６のバッキング材５側の面に各超音波
振動素子６個別の信号電極が接続される。超音波振動素子６の音響整合層７側の面に共通
（ＧＮＤ）電極が接続される。
【００３６】
　バッキング材５は、超音波振動素子６が送信した超音波や受信した反射波のうち、超音
波診断装置Ｄ１の画像抽出にとって必要でない超音波振動成分を減衰吸収する。また、超
音波の送信に伴って発生した熱をケーブル部４等の放熱部材へ伝達する。ケーブル部４に
は、超音波の発振に伴って熱せられるハンドル部２を冷却する冷却液が循環している。バ
ッキング材５は、超音波の減衰率が高い材料、熱伝導性の高い材料で組成される。例えば
、一般的に、合成ゴム、エポキシ樹脂又はウレタンゴムなどにタングステン、フェライト
、酸化亜鉛などの無機粒子粉末などを混入した材料が用いられる。
【００３７】
　音響整合層７は、音響インピーダンスの不整合による被検体体表での超音波の反射を抑
制する。この音響整合層７は、超音波振動素子６の音響インピーダンスと被検体体表の音
響インピーダンスとの中間の音響インピーダンスを有している。この音響整合層７は、エ
ポキシ樹脂やプラスチック材料などが用いられる。音響インピーダンスを段階的に被検体
体表にものに近づけるべく、音響インピーダンスの異なる複数層で構成されても良い。
【００３８】
　音響レンズ８は、被検体の体表面に接触して超音波送受信を仲介する。この音響レンズ
８は、被検体側に凸面を有する。超音波振動素子６が発振した超音波を集束することによ
り、被検体の所定深度において音響的な焦点が結ばれる。
【００３９】
　この超音波プローブ１において、個々の電極対９から超音波振動素子６に電圧が印加さ
れると、圧電効果により超音波振動素子６が超音波を発振する。超音波の発振と共に熱が
発生する。バッキング材５側に送信された不要な超音波は、バッキング材５により減衰し
、また発生した熱は、バッキング材５によりケーブル部４へ伝達される。
【００４０】
　超音波振動素子６が発振した超音波は、音響整合層７により超音波プローブ１内や被検
体内で反射することなく、被検体側へ照射される。音響整合層７を通った超音波は、音響
レンズ８で集束されて被検体内へ照射される。
【００４１】
　被検体内へ照射された超音波は、被検体内の音響インピーダンスの不整合によって反射
波として超音波プローブ１側へ跳ね返る。被検体内の音響インピーダンスの不整合は、主
に被検体内の部位の境界で生じる。
【００４２】
　反射波は、超音波振動素子６により捉えられる。超音波振動素子６は、圧電効果により
、受信した反射波を電気信号に変換する。超音波振動素子６が出力した電気信号は、電極
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対９、ケーブル部４、コネクタ部３を介して、超音波診断装置Ｄ１に出力される。
【００４３】
　超音波診断装置Ｄ１では、超音波プローブ１から出力された電気信号がＡ／Ｄ変換され
る。Ａ／Ｄ変換後の電気信号は、受信指向性を決定するために必要な遅延時間が与えられ
て、加算される。加算処理後の電気信号は、バンドパスフィルタ処理がなされ、その後、
包絡線検波処理がなされ、検波したデータに対して対数変換による圧縮処理が施される。
【００４４】
　圧縮処理された検波データは、ボリュームレンダリング処理やＭＰＲ処理などの画像処
理が実施され、３次元画像データや任意断面の画像データ（ＭＰＲ画像データ）などの画
像データが生成される。この画像データは表示モニタ１８に出力され、表示モニタ１８の
画面上に３次元画像やＭＰＲ画像などが表示される。
【００４５】
　図３に、本実施形態に係る超音波プローブ１の回路構成の一部を示す。この回路構成は
、超音波プローブ１が備える状態管理手段２７を実現する。
【００４６】
　超音波プローブ１のコネクタ部３には、通信部１０、内部電源１３、コンピュータ部１
４、及び報知部１７が内蔵されている。また、ハンドル部２とコネクタ部３には、センサ
２１が内蔵されている。通信部１０は、コネクタピン１１を含む接続回路と、アンテナ１
２を含む無線通信回路で構成されている。コンピュータ部１４は、演算制御部１５と記憶
部１６とから構成される。報知部１７は、表示モニタ１８とスピーカ１９とＬＥＤランプ
２０とから構成される。尚、通信部１０は、使用態様によっては接続回路のみであっても
よい。また、報知部１７は、表示モニタ１８、スピーカ１９、若しくはＬＥＤランプ２０
のいずれか一方のみであってもよい。
【００４７】
　内部電源１３は、通信部１０、コンピュータ部１４、センサ２１、報知部１７に対して
電力を供給する。通常、超音波診断装置Ｄ１には、装置本体に電源が配されている。超音
波プローブ１は、超音波診断装置Ｄ１に接続されている場合には、装置本体の電源から電
力が供給される。内部電源１３は、超音波プローブ１が取り外されている場合に電力を供
給する。即ち、この超音波プローブ１は、超音波診断装置Ｄ１から取り外されている場合
であっても、各種の駆動が可能となっている。
【００４８】
　内部電源１３は、超音波診断装置Ｄ１から取り外されている間は継続的に給電していて
もよいが、省電力を実現すべく、起動制御手段２８を備えている。起動制御手段２８は、
物体の近接を検知するパッシブセンサの検知により、又はタイマーによる所定タイミング
の到達により、給電を開始する。また、超音波プローブ１に衝撃等の物理的刺激が加わる
おそれがない場合には、外部装置から無線コントロールにより監視動作を停止させるべく
、給電の開始又は停止を切り替えるようにしても良い。
【００４９】
　この内部電源１３は、起電力の残容量を確認する機能を有する。超音波プローブ１は、
残容量が規定値を下回った場合に電池交換、燃料追加、充電を施す報知や通信を行う。
【００５０】
　内部電源１３としては、一次電池、二次電池、又は燃料電池が用いる。一次電池は、直
流電流の放電のみが可能な化学電池であり、マンガン電池、アルカリマンガン電池、オキ
シアルカリ電池、ニッケルマンガン電池、酸化銀電池、水銀電池、空気亜鉛電池、リチウ
ム電池等を正極に利用した電池である。二次電池は、充放電が可能な化学電池であり、リ
チウムイオン電池、ニッケル水素電池等である。燃料電池は、水の電気分解とは逆の反応
を起こし、そのときに生じる電流を外部に取り出して用いる電池である。
【００５１】
　通信部１０は、超音波診断装置Ｄ１や無線通信が可能な監視システムＤ２等の外部装置
とデータの送受信を行う。超音波診断装置Ｄ１と接続される場合には、コネクタピン１１
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を介して有線のデータ送受信を行う。外部装置と物理的な接続がない場合には、アンテナ
１２を介して無線のデータ送受信を行う。無線通信が可能な監視システムＤ２には、ＰＤ
Ａや携帯電話等の携帯端末や、無線ＬＡＮに接続可能なコンピュータが含まれる。
【００５２】
　この通信部１０は、超音波診断装置Ｄ１に接続されて超音波診断の用に供する場合には
、コネクタピン１１を介して電極対９に電流を供給するための遅延データ等の電気信号を
超音波診断装置Ｄ１から受信し、またコネクタピン１１を介して反射波が変換されて出力
された電気信号を超音波診断装置Ｄ１へ送信する。
【００５３】
　また、この通信部１０は、コンピュータ部１４で生成された各種データを外部装置へ送
信し、外部装置から受信した各種データを受信してコンピュータ部１４へ出力する。通信
部１０が送受信する各種データは、物理的刺激情報、キャンセル信号、呼出信号、取扱情
報である。通信部１０は、外部装置へ物理的刺激情報又はキャンセル信号を送信する。ま
た、通信部１０は、外部装置から呼出信号、取扱情報を受信する。
【００５４】
　物理的刺激情報は、超音波プローブ１に所定以上の物理的刺激が加わったこと及びその
物理的刺激の種類を示す。超音波プローブ１に生じる物理的刺激には、外部及び内部で生
じる衝撃、温度変化、圧力、電気抵抗の変化がある。
【００５５】
　キャンセル信号は、超音波プローブ１に所定以上の物理的刺激が加わった場合に超音波
診断装置Ｄ１との通信をキャンセルする信号である。呼出信号は、外部装置からの位置確
認のための信号である。取扱情報は、超音波プローブ１の取り扱いに係るデータである。
【００５６】
　コンピュータ部１４は、記憶部１６に記憶されたプログラムを演算制御部１５が適宜解
読及び実行して動作する。演算制御部１５は、いわゆるＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）であり、時計ＩＣの計時による所定タイミングの到達又は所定の
トリガに応じたプログラムを実行し、記憶部１６や通信部１０や報知部１７を制御する。
記憶部１６は、いわゆるＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びＲＡＭ（Ｒａ
ｍｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）であり、プログラムを記憶し、またデータを読
み書きする。
【００５７】
　このコンピュータ部１４は、センサ２１からの電気信号の受信、通信部１０による外部
装置からの記憶データの取得要求の受信、通信部１０による呼出信号の受信、通信部１０
による取扱情報の受信、非使用時に超音波プローブ１に所定以上の物理的刺激が加わった
場合の超音波診断装置Ｄ１への接続、及び通信部１０による外部装置との通信途絶、通信
部１０による起動停止要求の受信や内部電源１３の残容量の低下をトリガに駆動する。
【００５８】
　コンピュータ部１４は、各センサ２１と信号線で接続されている。センサ２１から電気
信号を受信すると、所定以上の物理的刺激を示す電気信号を検出する。所定以上の物理的
刺激とは、超音波プローブ１の通常の保管環境や通常の運搬動作において生じる物理的刺
激の範囲外のものをいう。コンピュータ部１４には、個々のセンサ２１に対応する閾値が
予め設定されている。閾値は、超音波プローブ１に異常が発生するおそれのある物理的刺
激の値と通常の保管環境や通常の運搬動作において生じる物理的刺激の値との境界値であ
る。
【００５９】
　コンピュータ部１４は、電気信号の示す値と閾値を比較し、電気信号が示す値が閾値を
上回れば、超音波プローブ１に生じた所定以上の物理的刺激を検出したこととなる。尚、
センサ２１から出力された電気信号は、Ａ／Ｄ変換されてアナログ信号の強弱がディジタ
ル値で表されてからコンピュータ部１４に入力される。
【００６０】
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　このコンピュータ部１４は、所定以上の物理的刺激を検出すると、物理的刺激情報を生
成して記憶部１６に記憶させる。また、通信部１０に外部装置へ物理的刺激情報を送信さ
せ、報知部１７によって音や光や表示により物理的刺激情報を報知させる。
【００６１】
　また、外部装置から記憶データの取得要求があると、通信部１０に記憶部１６に記憶さ
れた物理的刺激情報や取扱情報を外部装置へ送信させる。
【００６２】
　通信部１０が呼出信号を受信すると、報知部１７に超音波プローブ１の位置を確認する
ための報知をさせる。
【００６３】
　通信部１０が取扱情報を受信すると、記憶部１６に取扱情報を記憶させる。取扱情報が
滅菌待ち等の所定の取扱情報である場合に、超音波プローブ１への人体等の物体の近接が
検知されると、報知部１７に警告を報知させる。
【００６４】
　超音波プローブ１の使用時に所定以上の物理的刺激が加わった場合に超音波診断装置Ｄ
１へ接続すると、キャンセル信号を生成して、通信部１０に送信させる。
【００６５】
　通信部１０を所定タイミング毎に監視し、通信部１０による外部装置との通信が途絶す
ると、報知部１７に警告を報知させる。
【００６６】
　通信部１０により起動停止要求を受信すると、内部電源１３を制御して電源供給を停止
させる。内部電源１３の残容量の低下を内部電源１３が検知すると、通信部１０へ電池交
換、燃料追加、充電を施す情報を送信させる。また、内部電源１３の残容量の低下を内部
電源１３が検知すると、報知部１７に、通信部１０へ電池交換、燃料追加、充電を施す情
報を表示させるようにしてもよい。
【００６７】
　センサ２１は、超音波プローブ１の各種状態を監視する。センサ２１は、パッシブセン
サ２１であり、センサ２１が事象を検知すると、内部電源１３からコンピュータ部１４や
通信部１０や報知部１７へ電力が供給されて、コンピュータ部１４や通信部１０や報知部
１７が駆動する。超音波プローブ１には、監視する項目に応じて各種のセンサ２１が配置
されている。
【００６８】
　図４に、超音波プローブ１に配置されるセンサ２１の構成を示す。図４に示すように、
超音波プローブ１には、加速度を計測する加速度センサ２２、温度を計測する温度センサ
２３、圧力を計測する圧力センサ２４、物体の近接を計測する近接センサ２５、及び回路
内の抵抗を計測する抵抗センサ２６が配置される。
【００６９】
　加速度センサ２２は、超音波振動素子６付近に配置される。また、バッキング材５等の
超音波振動素子６が受ける衝撃と差がない剛体に設置することもできる。例えば、バッキ
ング材５の背面側に空間を設けて空間内部に設置してもよい。
【００７０】
　この加速度センサ２２は、外部から超音波プローブ１へ加わる衝撃を検知する。加速度
センサ２２は、衝撃の強弱を計測できるものが好適である。２値的に検知するセンサ２１
であってもよいが、衝撃の強弱を計測できると閾値設定が容易となる。また、加速度セン
サ２２は、超音波振動素子６への衝撃を漏らさずに計測すべく、超音波振動素子６が並ぶ
平面に対して垂直方向、及び平面に対して平行な二次元方向の計３方向から衝撃のベクト
ル方向を計測するものが好適である。
【００７１】
　温度センサ２３は、超音波プローブ１のハンドル部２、ケーブル部４、及びコネクタ部
３に強制冷却用の冷媒液が含まれる場合に凍結による劣化が懸念される低温を検知する。
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【００７２】
　圧力センサ２４は、ケーブル部４内を流動している強制冷却用の冷媒液の圧力を検知す
る。また、圧力センサ２４は、コネクタ部３内の冷媒液を循環させるポンプ３ａに配置さ
れ、ケーブルが著しい変形を受けた場合に冷媒液の圧力変化によりその変形を検知し、ま
た冷媒液の漏れから生じる圧力変化によりその冷媒液の漏れを検知する。
【００７３】
　近接センサ２５は、パッシブセンサ２１で構成され、人体等の物体が超音波プローブ１
に近接すると、電気信号を内部電源１３及びコンピュータ部１４へ出力する。内部電源１
３は、この電気信号によりコンピュータ部１４へ給電し、コンピュータ部１４は、滅菌待
ち等の所定の取扱情報を記憶していると報知部１７へ警告を報知させる。
【００７４】
　抵抗センサ２６は、回路内部に配置される絶縁抵抗の変化を検知する。絶縁抵抗は、電
源と被検体の体表に接触するプローブケースの先端との間の抵抗値である。この値が所定
値以下となると患者側へ漏電するおそれがある。
【００７５】
　報知部１７は、表示モニタ１８による画面表示やスピーカ１９による音やＬＥＤランプ
２０による光により各種情報を報知する。報知部１７は、超音波プローブ１の状態変化や
異常発生、所定状況における人体の近接、超音波プローブ１の許可のない持ち出し、超音
波プローブ１の位置報知要求により報知をする。
【００７６】
　超音波プローブ１に所定以上の物理的刺激が加わると、コンピュータ部１４の制御下で
記憶部１６に記憶された物理的刺激情報を報知し、警告する。
【００７７】
　超音波プローブ１が漏電検査不合格、感染症患者に対する検査に使用して滅菌消毒待ち
等の情報が記憶部１６に書き込まれていた場合に、近接センサ２５が人体等の物体の近接
を検知すると、コンピュータ部１４の制御下で警告を報知する。
【００７８】
　記憶部１６に持ち出し情報が書き込まれていない状態で、外部装置との通信が途絶する
と、コンピュータ部１４の制御下で警告を報知する。
【００７９】
　外部装置から呼出信号の受信があると、コンピュータ部１４の制御下でＬＥＤランプ２
０を点灯する等して超音波プローブ１の位置を知らせる。
【００８０】
　図５に、通信部１０、検出部、コンピュータ部１４、報知部１７、及びセンサ２１によ
り実現されるこのような超音波プローブ１の機能構成を示す。
【００８１】
　すなわち、本実施形態に係る超音波プローブ１は、起動制御手段２８と、状態管理手段
２７を有している。状態管理手段２７は、超音波プローブ１の状態を監視するセンサ２１
と、検出手段２９と、記憶手段３０と、状態通知手段３１と、接続キャンセル手段３２と
、情報書込手段３３と、持ち出し警告手段３４と、近接警告手段３５と、位置通知手段３
６とを有している。
【００８２】
　起動制御手段２８は、内部電源１３及びコンピュータ部１４を含み構成され、超音波診
断装置Ｄ１に超音波プローブ１が接続されていない状態において、超音波プローブ１の監
視機能を起動させる。コンピュータ部１４に内蔵されるタイマー等の時計ＩＣが時間を計
時し、記憶部１６に予め記憶されている所定タイミングが到来すると、内部電源１３に起
電力を供給させる。近接センサ２５が物体の近接を検知すると、内部電源１３に起電力を
供給させる。また、通信部１０を介して外部装置から開始信号又は停止信号が送信される
と、内部電源１３に電力の供給を開始又は停止させる。
【００８３】
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　尚、この起動制御手段２８は、コンピュータ部１４のうち時計ＩＣを含む時間の計時と
所定タイミングを判断する専用の起動回路、若しくはセンサ２１からの電気信号を受けて
内部電源１３を制御する専用の起動回路、及び開始信号又は停止信号を受けて内部電源１
３を制御する専用の起動回路と通信部１０とにより構成される。
【００８４】
　検出手段２９は、コンピュータ部１４を含み構成され、センサ２１から出力された電気
信号から、超音波プローブ１に異常発生のおそれがある状態変化を検出する。検出部には
、各種センサ２１に対応して、加速度の閾値、温度の閾値、圧力の閾値、近接の閾値、抵
抗の閾値が予め設定されている。センサ２１から出力された電気信号の示す値が、記憶部
１６に記憶された閾値を上回れば、記憶手段３０に物理的刺激情報を書き込む。比較する
閾値の種類は、電気信号を出力したセンサ２１の種類に対応し、センサ２１から延びる信
号線により判別する。
【００８５】
　検出手段２９は、センサ２１が検知した時刻情報と、超音波プローブ１に加わった物理
的刺激の種類とを対にして物理的刺激情報として記憶手段３０に書き込む。
【００８６】
　図６は、この検出手段２９の動作を示すフローチャートである。
【００８７】
　まず、センサ２１が所定以上の衝撃や所定以上の温度等の所定以上の物理的刺激を検知
すると（Ｓ０１，Ｙｅｓ）、検出手段２９は、センサ２１が検知に伴って出力した電気信
号を受信する（Ｓ０２）。検出手段２９は、電気信号が示す値と閾値とを比較する（Ｓ０
３）。
【００８８】
　電気信号が示す値が閾値を上回ると（Ｓ０３，Ｙｅｓ）、検出手段２９は、物理的刺激
の種類を示す物理的刺激情報を生成し、電気信号を受信した時刻情報を付帯させて記憶す
る（Ｓ０４）。電気信号を示す値が閾値以下である場合には（Ｓ０３，Ｎｏ）、センサ２
１の物理的事象の検知に対する処理を終了する。
【００８９】
　例えば、加速度センサ２２が超音波プローブ１への衝撃を検知する。このとき、加速度
センサ２２は、衝撃の加速度に比例する電圧値又は電流値を有する電気信号を信号線へ出
力する。この電気信号は、電圧値又は電流値など衝撃の加速度を示す値を有するディジタ
ル信号に変換され、検出手段２９に出力される。検出手段２９では、加速度センサ２２か
らの電気信号の受信をうけて加速度の閾値と比較する。加速度を示す値が閾値を上回って
いる場合には、検出手段２９は、内部の時計ＩＣより時刻情報を読み出し、超音波プロー
ブ１に所定以上の衝撃が加わったことを示す物理的刺激情報を生成して時刻情報とともに
記憶する。
【００９０】
　情報書込手段３３は、コンピュータ部１４を含み構成され、外部装置から送信された取
扱情報を記憶手段３０に書き込む。書き込みの際には、取扱情報の受信時刻を取扱情報に
付帯させる。超音波プローブ１には、表示ボタンが配置される。表示ボタンが押下される
と、報知部１７により取扱情報の内容が表示される。
【００９１】
　外部装置からは、超音波プローブ１の取り扱いに関する情報や持ち出しを許可する情報
等が取扱情報として送信される。情報書込手段３３は、これら情報を取扱情報として記憶
手段３０に書き込む。超音波プローブ１の取り扱いに関する情報としては、滅菌消毒待ち
、修理待ち、漏電検査不合格等であり、持ち出しを許可する情報としては、滅菌消毒のた
めの持ち出し許可、修理のための持ち出し許可、漏電検査のための持ち出し許可等である
。
【００９２】
　図７は、この情報書込手段３３の取扱情報を書き込む動作を示すフローチャートである
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。
【００９３】
　情報書込手段３３は、外部装置から取扱情報を受信すると（Ｓ１０，Ｙｅｓ）、受信日
時を時計ＩＣから読み出し（Ｓ１１）、受信日時と共に取扱情報を記憶する（Ｓ１２）。
【００９４】
　記憶手段３０は、記憶部１６を含み構成され、物理的刺激情報、外部装置から送信され
た取扱情報を記憶する。
【００９５】
　状態通知手段３１は、コンピュータ部１４及び通信部１０又は報知部１７を含み構成さ
れ、物理的刺激情報を通知する。通信部１０を介して外部装置に物理的刺激情報を通知し
、又は報知部１７により物理的刺激情報を報知する。また、記憶手段３０に取扱情報が記
憶されている場合、この取扱情報も通知する。
【００９６】
　物理的刺激情報及び取扱情報の送信は、超音波診断装置Ｄ１から有線で取得要求が送信
された場合、又、無線通信可能なＰＤＡ等の外部装置から無線で取得要求が送信された場
合である。その他、外部装置との通信確立をトリガとして、又は一定の間隔毎、又は物理
的刺激情報が記憶手段３０に記憶されたことをトリガとするなど能動的に通知してもよい
。
【００９７】
　報知部１７による物理的刺激情報の報知では、スピーカ１９は、音により所定以上の物
理的刺激が加わったことを出力し、ＬＥＤランプ２０は、所定以上の物理的刺激が加わっ
たことを示す点灯色や点滅を発光し、表示モニタ１８は、物理的刺激情報を表示する。
【００９８】
　図８は、状態通知手段３１が物理的刺激情報及び取扱情報を通知する動作を示すフロー
チャートである。
【００９９】
　まず、状態通知手段３１は、超音波診断装置Ｄ１や監視システムＤ２といった外部装置
から取得要求を受信する（Ｓ２１，Ｙｅｓ）。取得要求を受信すると、記憶手段３０を検
索する（Ｓ２２）。記憶手段３０に物理的刺激情報や取扱情報が記憶されている場合（Ｓ
２３，Ｙｅｓ）、記憶されている物理的刺激情報や取扱情報を読み出す（Ｓ２４）。物理
的刺激情報や取扱情報を読み出すと、状態通知手段３１は、取得要求のあった外部装置へ
物理的刺激情報や取扱情報を送信する（Ｓ２５）。物理的刺激情報や取扱情報が記憶され
ていない場合は（Ｓ２３，Ｎｏ）、通知処理を終了する。報知部１７により物理的刺激情
報や取扱情報を報知する場合は、Ｓ２５において行う。
【０１００】
　物理的刺激情報や取扱情報を受信した外部装置は、受信したこれら情報を表示モニタ１
８に表示する。これにより、外部装置を操作するオペレータは、超音波プローブ１の状態
を把握することができる。
【０１０１】
　図９は、状態通知手段３１が送信した物理的刺激情報や取扱情報に対応した文字列を表
示した外部装置の画面例を示す模式図である。
【０１０２】
　状態通知手段３１から物理的刺激情報が送信されると、外部装置の画面には、物理的刺
激情報の種類に対応した文字列と、物理的刺激情報に付帯する時刻情報が表示される。例
えば、温度センサ２３の検知により生成された物理的刺激情報が外部装置へ送信されると
、温度センサ２３による検知を示す「超音波プローブ１が低温状態に晒されました。」と
の文字列と、その原因を示す「冷媒液が漏れているおそれがあります」との文字列と、時
刻情報を示す「８月１日２３時１４分４３秒」との文字列が外部装置の画面に表示される
。
【０１０３】
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　また、状態通知手段３１から取扱情報が送信されると、外部装置の画面には、取扱情報
の内容を示す文字列が表示される。例えば、滅菌消毒待ちを示す取扱情報が外部装置へ送
信されると、「この超音波プローブ１は、滅菌消毒待ちです。」との文字列が外部装置の
画面に表示される。
【０１０４】
　接続キャンセル手段３２は、コンピュータ部１４及び通信部１０を含み構成され、超音
波診断装置Ｄ１とのデータ通信をキャンセルする。即ち、超音波診断装置Ｄ１から超音波
送受波のための制御信号が送信されないように、超音波診断装置Ｄ１にキャンセル信号を
送信する。
【０１０５】
　接続キャンセル手段３２は、記憶手段３０に記憶された物理的刺激情報を参照する。記
憶手段３０に物理的刺激情報が記憶されていれば、通信部１０を介してキャンセル信号を
超音波診断装置Ｄ１に送信する。
【０１０６】
　図１０は、接続キャンセル手段３２によるデータ通信のキャンセルの動作を示すフロー
チャートである。
【０１０７】
　まず、超音波診断装置Ｄ１と超音波プローブ１とがコネクタ部３を介して接続される（
Ｓ３１，Ｙｅｓ）、接続キャンセル手段３２は、記憶手段３０を検索する（Ｓ３２）。記
憶手段３０に物理的刺激情報が書き込まれていると（Ｓ３３，Ｙｅｓ）、接続キャンセル
手段３２は、キャンセル信号を生成し、超音波診断装置Ｄ１へ物理的刺激情報及び時刻情
報とともにキャンセル信号を送信する（Ｓ３４）。物理的刺激情報が書き込まれていない
場合には（Ｓ３３，Ｎｏ）、キャンセル処理を終了する。
【０１０８】
　キャンセル信号を受信した超音波診断装置Ｄ１は、表示モニタ１８に物理的刺激情報と
通信を切断した旨を表示し、超音波プローブ１との通信を切断する。これにより、異常が
生じた超音波プローブ１を使用して超音波診断をすることが防がれ、診断ミス等を防止で
きる。
【０１０９】
　図１１は、キャンセル信号を受信した超音波診断装置Ｄ１の画面例を示す模式図である
。
【０１１０】
　接続キャンセル手段３２からキャンセル信号が送信されると、超音波診断装置Ｄ１の画
面には、物理的刺激情報の種類に対応した文字列と、物理的刺激情報に付帯する時刻情報
と、通信を切断した旨が表示される。例えば、温度センサ２３の検知により生成された物
理的刺激情報が外部装置へ送信されると、温度センサ２３による検知を示す「超音波プロ
ーブ１が低温状態に晒されました。」との文字列と、その原因を示す「冷媒液が漏れてい
るおそれがあります」との文字列と、時刻情報を示す「８月１日２３時１４分４３秒」と
、通信を切断した旨を示す「この超音波プローブ１には、異常が発生しているおそれがあ
るため、接続が拒否されました。」の文字列が超音波診断装置Ｄ１の画面に表示される。
【０１１１】
　持ち出し警告手段３４は、コンピュータ部１４及び報知部１７を含み構成され、超音波
プローブ１が持ち出し権限なく持ち出された場合に警告を報知する。持ち出しの警告は、
報知部１７によって行う。持ち出された場合とは、通信部１０と外部装置とのデータ通信
が途絶した場合である。
【０１１２】
　超音波プローブ１は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとの通信有効範囲に保管される。
例えば、超音波プローブ１の保管室にそのデータ通信の有効範囲を保管室内とするアクセ
スポイントを設置する。保管室から持ち出された場合、このアクセスポイントとのデータ
通信有効範囲外となり、外部装置とのデータ通信が途絶するため、持ち出しが認識できる
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。
【０１１３】
　この持ち出し警告手段３４は、持ち出しを警告するにあたり、記憶手段３０に記憶され
た持ち出しを許可する情報を参照する。記憶手段３０に持ち出しを許可する情報が記憶さ
れていなければ、警告を報知する。
【０１１４】
　図１２は、この持ち出し警告手段３４の持ち出し警告の動作を示すフローチャートであ
る。
【０１１５】
　持ち出し警告手段３４は、所定時間毎に通信部１０を監視する（Ｓ４１）。通信部１０
と外部装置との通信が途絶していると（Ｓ４２）、即ち接続が切断されていると、持ち出
し警告手段３４は、記憶手段３０を検索する（Ｓ４３）。記憶手段３０に持ち出しを許可
する情報が記憶されていると（Ｓ４４，ｙｅｓ）、持ち出し警告手段３４は、持ち出し警
告の処理を終了する。一方、記憶手段３０に持ち出しを許可する情報が記憶されていない
と（Ｓ４４，Ｎｏ）、持ち出し警告手段３４は、報知部１７により警告を報知する（Ｓ４
５）。
【０１１６】
　図１３は、権限のない持ち出しにより超音波プローブ１が警告を発している状態を示す
模式図である。スピーカ１９から警告音を発し、ＬＥＤランプ２０が権限のない持ち出し
であることを示す点灯又は点滅色を発光し、表示モニタ１８に警告を表示する。
【０１１７】
　近接警告手段３５は、コンピュータ部１４及び報知部１７を含み構成され、超音波プロ
ーブ１が所定状態にあるときに人体等の物体が近接センサ２５で検知されると警告を報知
する。近接センサ２５から電気信号が出力されると、近接警告手段３５は、記憶手段３０
に記憶されている取扱情報を参照する。取扱情報として、滅菌消毒待ち等の人体に悪影響
を与えるおそれがある情報が記憶されていると、近接警告手段３５は、報知部１７によっ
て警告を報知する。
【０１１８】
　図１４は、この近接警告手段３５の近接警告の動作を示すフローチャートである。
【０１１９】
　まず、近接センサ２５が人体等の物体の近接を検知する（Ｓ５１，Ｙｅｓ）。近接セン
サ２５が近接を検知したことを示す電気信号を出力し、近接警告手段３５がこの近接を検
知したことを示す電気信号を受信すると（Ｓ５２）、近接警告手段３５は、予め記憶して
いる人体に悪影響を与えるおそれがある情報を読み出す（Ｓ５３）。近接警告手段３５は
、読み出した情報を検索キーとして記憶手段３０を検索する（Ｓ５４）。検索キーと合致
する情報が記憶手段３０に記憶されていると、即ち記憶手段３０に人体に悪影響を与える
おそれがある取扱情報が記憶されていると（Ｓ５５，Ｙｅｓ）、近接警告手段３５は、報
知部１７により警告を報知する（Ｓ５６）。一方、人体に悪影響を与えるおそれがある取
扱情報が記憶されていなければ（Ｓ５５，Ｎｏ）、近接警告処理を終了する。
【０１２０】
　図１５は、超音波プローブ１が近接警告を発している状態を示す模式図である。スピー
カ１９から警告音を発し、ＬＥＤランプ２０が危険を示す点灯又は点滅色を発光し、表示
モニタ１８に警告を表示する。
【０１２１】
　位置通知手段３６は、コンピュータ部１４及び通信部１０及び報知部１７を含み構成さ
れ、通信部１０を介して外部装置からの呼出信号を受信すると、超音波プローブ１の位置
を報知部１７によって報知する。外部装置から送信される呼出信号には、個々の超音波プ
ローブ１に固有の識別情報が含まれる。記憶部１６には、予め超音波プローブ１の識別情
報が記憶されている。位置通知手段３６は、自信の識別情報を含む呼出信号を受信すると
、報知部１７によって位置を報知する。
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【０１２２】
　図１６は、この位置通知手段３６による位置通知の動作を示すフローチャートである。
【０１２３】
　まず、位置通知手段３６は、通信部１０を介して呼出信号を受信すると（Ｓ６１，Ｙｅ
ｓ）、予め記憶している超音波プローブ１の識別情報を読み出す（Ｓ６２）。そして、位
置通知手段３６は、呼出信号に含まれる識別情報と読み出した識別情報を比較する（Ｓ６
３）。呼出信号に含まれる識別情報と読み出した識別情報が一致していると（Ｓ６４，Ｙ
ｅｓ）、位置通知手段３６は、報知部１７により超音波プローブ１の位置を報知する（Ｓ
６５）。一方、呼出信号に含まれる識別情報と読み出した識別情報が一致していなければ
、位置通知の処理を終了する。
【０１２４】
　図１７は、超音波プローブ１が位置を通知している状態を示す模式図である。スピーカ
１９から位置を知らせるための音を発し、ＬＥＤランプ２０が位置を知らせるための点灯
又は点滅色を発光し、表示モニタ１８のバックライトを点灯する。
【０１２５】
　なお、本実施形態では、検出手段２９により超音波プローブ１に異常発生のおそれがあ
る状態変化があったと判断された場合にのみ、記憶手段３０にその状態変化を示す物理的
刺激情報を記憶させ、当該物理的刺激情報を外部装置へ送信するようにした。
【０１２６】
　このほかにも、センサ２１の検知結果の如何を問わず、センサ２１の検知結果を全て記
憶手段３０に記憶させ、当該検知結果の全てを外部装置へ送信するようにしてもよい。
【０１２７】
　また、センサ２１の感度を調整し、超音波プローブ１に異常発生のおそれがある状態変
化が生じたときにのみセンサ２１が状態を検知するようにしてもよい。この場合、検出部
を排除することもでき、センサ２１の検知結果を記憶手段３０に記憶させ、当該検知結果
を物理的刺激情報としてもよい。
【０１２８】
　また、監視システムＤ２も持ち出し警告手段３４と同様の機能を備えるようにしても良
い。監視システムＤ２の記憶エリアには、記憶手段３０と同様に持ち出しを許可する情報
が書き込まれる。超音波プローブ１との通信が途絶えた場合、又は通信が確立できない場
合に持ち出しを許可する情報が書き込まれていなければ、許可無く持ち出されたとして、
監視システムＤ２が備えるスピーカや表示モニタにより警告を発する。
【０１２９】
　以上のように、本発明の超音波プローブ１は、超音波診断装置Ｄ１から取り外された状
態で内部に電力供給が可能な内部電源１３と、内部電源１３から給電されて超音波プロー
ブ１本体の状態を管理する状態管理手段２７とを備えるようにした。これにより、超音波
プローブ１の非使用時における状態を管理することが可能となる。
【０１３０】
　状態管理手段２７により、センサ２１により超音波プローブ１本体に生じた物理的刺激
を検知し、センサ２１の検知結果に基づき所定以上の物理的刺激を検出することで異常発
生の要因の特定が可能となる。
【０１３１】
　また、状態管理手段２７は、所定以上の物理的刺激が加わったことを外部装置へ無線送
信するため、異常発生のおそれを漏れなく把握することができる。
【０１３２】
　また、状態管理手段２７は、所定以上の物理的刺激が加わったことを音又は光又は表示
により報知する。これにより、取扱者は、異常の発生するおそれのある取り扱いを把握で
き、適切な取り扱い方の習得が可能となる。
【０１３３】
　また、状態管理手段２７は、所定以上の物理的刺激を検出すると、コネクタ部３が超音
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波診断装置Ｄ１に接続した際に、当該超音波診断装置Ｄ１に対して信号送受信のキャンセ
ル信号を出力する。これにより、異常発生に気づかずに診断に使用することを防止でき、
不適切な診断情報を用いた誤診や、診断のやり直しを防止することができる。
【０１３４】
　また、状態管理手段２７は、超音波プローブ１本体の取扱情報を外部装置から受信する
。この取扱情報は、表示モニタ１８に表示される。これにより、超音波プローブ１が現在
滅菌待ちであるのか、メンテナンス待ちであるのか等の取扱情報を速やかに把握すること
が可能となる。また、近接センサ２５により人体等の物体の近接を計測し、滅菌待ちや漏
電等の人体に悪影響のある取扱情報を受信していると、音又は光又は表示により警告を報
知する。これにより、人体に悪影響のある状態におかれている超音波プローブ１を用いる
ことによる災害を防止することが可能となる。
【０１３５】
　また、状態管理手段２７は、外部装置と通信途絶を検出すると、音又は光又は表示によ
り警告を報知する。これにより、超音波プローブ１が許可無く持ち出された場合に、持ち
出し者に警告を発することが可能となり、盗難抑止の効果を奏する。
【０１３６】
　また、状態管理手段２７は、外部装置から呼出信号を受信すると、音又は光又は表示に
より超音波プローブ１本体の位置を報知する。これにより、使用したい超音波プローブ１
を複数あるうちから簡便に選ぶことができ、異常のない超音波プローブ１を診断に使用す
ることが可能となる。
【０１３７】
　また、内部電源１３から状態管理手段２７へ給電するタイミングを制御する起動制御手
段２８をさらに備える。これにより、内部電源１３の電力消費を抑えることができ、利便
性に優れる。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】超音波プローブを示す外観図である。
【図２】超音波プローブの超音波送受信に係る構成を示す模式図である。
【図３】超音波プローブの回路構成の一部を示すブロック図である。
【図４】超音波プローブに配置されるセンサの構成を示すブロック図である。
【図５】超音波プローブの機能構成を示すブロック図である。
【図６】超音波プローブが備える検出手段の動作を示すフローチャートである。
【図７】超音波プローブが備える情報書込手段の取扱情報を書き込む動作を示すフローチ
ャートである。
【図８】超音波プローブが備える状態通知手段が物理的刺激情報及び取扱情報を通知する
動作を示すフローチャートである。
【図９】物理的刺激情報や取扱情報に対応した文字列を表示した外部装置の画面例を示す
模式図である。
【図１０】超音波プローブが備える接続キャンセル手段によるデータ通信のキャンセルの
動作を示すフローチャートである。
【図１１】キャンセル信号を受信した超音波診断装置の画面例を示す模式図である。
【図１２】超音波プローブが備える持ち出し警告手段の持ち出し警告の動作を示すフロー
チャートである。
【図１３】権限のない持ち出しにより超音波プローブが警告を発している状態を示す模式
図である。
【図１４】超音波プローブが備える近接警告手段の近接警告の動作を示すフローチャート
である。
【図１５】超音波プローブが近接警告を発している状態を示す模式図である。
【図１６】超音波プローブが備える位置通知手段による位置通知の動作を示すフローチャ
ートである。
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【図１７】超音波プローブが位置を通知している状態を示す模式図である。
【符号の説明】
【０１３９】
　１　　　超音波プローブ
　２　　　ハンドル部
　３　　　コネクタ部
　４　　　ケーブル部
　５　　　バッキング材
　６　　　超音波振動素子
　７　　　音響整合層
　８　　　音響レンズ
　９　　　電極対
　１０　　通信部
　１１　　コネクタピン
　１２　　アンテナ
　１３　　内部電源
　１４　　コンピュータ部
　１５　　演算制御部
　１６　　記憶部
　１７　　報知部
　１８　　表示モニタ
　１９　　スピーカ
　２０　　ＬＥＤランプ
　２１　　センサ
　２２　　加速度センサ
　２３　　温度センサ
　２４　　圧力センサ
　２５　　近接センサ
　２６　　抵抗センサ
　２７　　状態管理手段
　２８　　起動制御手段
　２９　　検出手段
　３０　　記憶手段
　３１　　状態通知手段
　３２　　接続キャンセル手段
　３３　　情報書込手段
　３４　　持ち出し警告手段
　３５　　近接警告手段
　３６　　位置通知手段
　Ｄ１　　超音波診断装置
　Ｄ２　　監視システム
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种技术，用于在未使用超声波检查仪时，在不使
用时实时管理超声波探头的状况。 ŽSOLUTION：超声波探头有一个内
部电源，可以在与超声波检查仪断开连接时提供电源，还有一个状态管
理装置，用于管理由内部电源供电的超声波探头的状态。因此，可以实
现超声波探头在不使用期间的状态的实时管理。不使用期间的条件管理
有助于识别异常和安全存储管理的致因因素。 Ž
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